
 

堺市上下水道局キャラクターデザイン使用取扱要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、上下水道局（以下「局」という。）が所有するキャラクターのデザインの

使用について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「デザイン」とは、次の各号に掲げるキャラクターのデザインで、

上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が別に定めるものをいう。 

 (1) マスコットキャラクター「すいちゃん」 

 (2) ＰＲキャラクター「マモルンダー」 

（使用の承認申込） 

第３条 デザインを使用しようとする者（以下「申込者」という。）は、あらかじめ堺市上下水

道局キャラクターデザイン使用申込書（様式第１号）を、使用日の２週間前までに管理者に提

出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、適

宜の方法によって報告することで足りるものとする。 

(1) 本市、国、他の地方公共団体及びこれらに準ずる機関が、その業務の目的で使用するとき。 

(2) 本市が主催する事業の開催に協賛する団体が、広報の目的で使用するとき。 

(3) 報道機関が、報道又は広報の目的で使用するとき。 

(4) 堺市上下水道局マスコットキャラクター「すいちゃん」着ぐるみ貸出要綱（平成２４年制

定）の規定により貸出しを受けた者が、当該貸出しに係る事業の広報の目的で使用するとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めたとき。 

２ 管理者が特に必要と認めたときは、デザインを使用しようとする者に対し、使用及び承認に

関する資料を求めることができる。 

（使用の承認等） 

第４条 管理者は、前条第１項の規定による申込みがあった場合、その内容が次の各号のいずれ

かに該当する場合を除き、デザインの使用を承認する。 

(1) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(2) 特定の個人、政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められ

るとき。 

(3) 不当な利益を得ることを目的として使用すると認められるとき。 

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。 

(5) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあると認められるとき。 

(6) 本市の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。 



 

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が使用について不適当と認めたとき。 

２ 管理者は、前項の規定により使用を承認することが適切と認めたときは、堺市上下水道局キ

ャラクターデザイン使用承認通知書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。 

３ 管理者は、第１項の規定により使用を承認することが不適切と認めるときは、堺市上下水道

局キャラクターデザイン使用不承認通知書（様式第３号）により申込者に通知するものとする。 

（使用承認の期間） 

第５条 デザインの使用承認の期間は、使用を承認した日から起算して１年間以内の期間で管理

者が定める期間とする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料）  

第６条 デザインの使用料は、無料とする。 

（使用上の遵守事項）  

第７条 デザインの使用承認を受けた者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

(1) 使用承認された用途のみに使用し、用途に変更が生じる場合は、改めて第３条第１項の規

定による申込みを行い、第４条第１項の規定による承認を受けること。 

(2) 使用承認に係る地位を他に譲渡し、又は転貸しないこと。 

(3) 定められた形、色等を正しく使用し、デザインの改変など応用使用はしないこと。 

(4) デザインのイメージを損なう使用をしないこと。 

 (5) デザインの下部等適切な位置に「堺市上下水道局マスコットキャラクター すいちゃん」

又は「堺市上下水道局ＰＲキャラクター マモルンダー」と表示すること。ただし、スペ

ース等の関係で表示が難しい場合は、それが堺市の著作物であることを示す「©堺市」の表

示をもって代えることができる。 

(6) 当該使用に係る完成物件を速やかに提出すること。ただし、完成物件の提出が困難なもの

については、その写真等の提出をもって代えることができる。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、特に管理者が定めた条件に従うこと。 

（使用承認の取消し） 

第８条 管理者は、当該使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用承認を

取り消すものとする。 

(1) 第４条第１項各号のいずれかに該当し、又は前条各号のいずれかに違反していると認める

とき。 

(2) 偽りその他不正な手段により承認を受けたと認められるとき。 

２ 管理者は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、その使用者に堺市上下水道局



 

キャラクターデザイン使用承認取消通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

３ 前項の規定により承認を取り消された者は、当該承認に係る物件をいかなる場合であっても

使用してはならない。 

４ 管理者は、承認を取り消された者に対して、その取り消された者の負担による使用物件の回

収を求めることができる。 

（責任の制限） 

第９条 前条第１項の規定によりデザインの使用承認を取り消した場合、又はデザインの使用に

よって、使用者に損害が生じても、 市は責めを負わない。 

２ 使用者は、デザインの使用について、第三者との間に権利侵害等の紛争が生じたときは、速

やかに管理者に通知し、使用者の責任と負担において、その紛争の処理、解決を図るものとす

る。 

（権利の設定等の禁止） 

第１０条 使用者は、デザインについて、意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に基づく意匠の

登録、商標法（昭和３４年法律第１２７号）に基づく商標の登録その他知的財産に関する一切

の権利の設定又は登録をしてはならない。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要綱は、令和２年１１月１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、令和３年３月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第１号（第３条関係） 

     

 

堺市上下水道局キャラクターデザイン使用申込書 

 

  年  月  日 

堺市上下水道事業管理者 殿 

 

堺市上下水道局が定める使用取扱要綱及び使用条件を遵守し、同局キャラクターデザインの

使用を申し込みます。 

なお、デザインの使用によって発生した損害・損失について、貴市に補償等の要求は一切致

しません。 

 

申

込

者 

団 体 名  

代 表 者 名  

担  当  者  

住所（所在地）  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ  

メールアドレス  

用

途 

使用するキャラクター □ すいちゃん   □ マモルンダー 

使 用 目 的 
 

 

使 用 形 態 

 

 

※使用イメージ等、参考になる資料がありましたら、 

提出してください。 

使 用 期 間   年  月  日（  ）～   年  月  日（  ） 

使用条件 

１ 承認された用途のみに使用し、上下水道事業管理者の指示する条件に従うこと。 

２ 承認を受けた者は、その地位を譲渡し、又は転貸しないこと。  

３ 上下水道事業管理者が特に認めた場合を除き、上下水道事業管理者が定めた形、色等の

規格に沿って正しく使用すること。  

４ 堺市のキャラクターであることを明記すること。  

５ デザインの使用にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完

成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるも

のとする。  

６ 商標登録出願等を行わないこと。 

 



 

様式第２号（第４条関係） 

 

 

堺市上下水道局キャラクターデザイン使用承認通知書 

  

 年  月  日 

 

          様 

 

堺市上下水道事業管理者 

 

 

    年  月  日付けで申込みのありましたキャラクターデザインの使用について、次の
条件を付して承認します。 

 

使用するキャラクター □ すいちゃん   □ マモルンダー 

使 用 目 的 
 

 

使 用 形 態 

 

 

 

使 用 期 間 年  月  日（  ）～   年  月  日（  ） 

使用条件 

１ 承認された用途のみに使用し、上下水道事業管理者の指示する条件に従うこと。 

２ 承認に係る地位を譲渡し又は転貸しないこと。  

３ 上下水道事業管理者が特に認めた場合を除き、上下水道事業管理者が定めた形、色等の

規格に沿って正しく使用すること。  

４ 堺市のキャラクターであることを明記すること。  

５ デザインの使用にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完

成品の提出が困難と認められるものについては、その写真をもって代えることができるも

のとする。  

６ 商標登録出願等を行わないこと。  

 

 

 

 

 



 

様式第３号（第４条関係） 

 

 

堺市上下水道局キャラクターデザイン使用不承認通知書 

  年  月  日 

 

         様 

 

堺市上下水道事業管理者 

 

 

    年  月  日付けで申込みのありましたキャラクターデザインの使用について、下記

の理由により承認しないことを通知します。 

 

 

記 

 

 

 不承認の理由 

 堺市上下水道局キャラクターデザイン使用取扱要綱第４条第１項第 号に該当するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式第４号（第８条関係） 

 

 

堺市上下水道局キャラクターデザイン使用承認取消通知書 

  年  月  日 

 

         様 

 

堺市上下水道事業管理者 

 

 

    年  月  日付けで承認したキャラクターデザインの使用について、下記の理由によ

り承認を取り消すことを通知します。 

 

 

記 

 

 

 取消理由 

 堺市上下水道局キャラクターデザイン使用取扱要綱第８条第１項第 号に該当するため 


